
【内部格付手法】 

 

【第 1 章（定義）＜内部格付手法関係＞】 

 

＜適用除外、その他資産＞ 

【関連条項】第 148 条、第 178 条第 2 項 

第 148 条－Q3 僅少なエクスポージャーにより構成されていて、その実務的な煩雑性等

からリスク管理が困難な資産区分の一部を、「その他資産」や「適用除外」として取扱

うことは可能ですか。（令和 4 年 7月 15 日修正、令和 8 年１月 26 日修正） 

(A) 

第178条第2項の規定に基づく「その他資産」は内部格付手法に基づく信用リスク・アセ

ットの額の算出に整合しない与信性の薄い資産を想定しており、例えば、繰延資産、動産

不動産（REIT等の投資証券の形を取るものは除く。）、無形固定資産等が挙げられます。 

また、「適用除外」については、第148条においては「信用リスク・アセットの額を算出

するに当って重要でない事業単位又は資産区分」に対してのみ「適用除外」が例外的に許

容されていますが、資産区分については事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエ

クスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャ

ー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポ

ージャーごとに適用除外の是非を判断することが原則であり、資産区分の一部について適

用除外を行うことは、裁定行為（チェリーピック）を容易にする観点から原則として許容

できないものと考えています。 

従って、例えば、貸出金に準ずる仮払金や未収収益等については通常は与信性の資産で

あり、個々の与信先の状況に応じて信用リスク・アセットの額を算出することは可能であ

ることから、原則としては「その他資産」の対象とならないと考えられ、部分的に「適用

除外」の対象とすることも当然にはできないと考えられます。 

もっとも、これら貸出金に準ずる仮払金等の一部について、個々の債権額はもちろん、

その合計額についても極めて僅少であり、かつ、個々の債権の信用リスクの詳細な把握に

向けた取組みがリスク管理の観点からも極めて重要性に乏しいものについてまで、詳細な

リスク管理を求めることは適当ではないと考えており、信用リスク・アセットの額の算出

が実務上真に困難である場合であって、一部のエクスポージャーを「適用除外」とするこ

とによる裁定行為が厳密に防止できるような資産区分の一部については、「信用リスク・

アセットの額の算出を行うに当って重要でない」と解釈できる余地はあると考えていま

す。この場合、裁定行為（例えば、標準的手法を適用した方が信用リスク・アセットの額

が低下するような貸出金に準ずる仮払金のみを適用除外とするような行為）及び恣意的運

用（例えば、標準的手法を適用した方が信用リスク・アセットの額が低下するような資産

区分の一部にその適用除外範囲を設定するような行為）防止の観点から、例外的取扱いで



ある適用除外については、適用基準や範囲に関する明確な基準を内部格付手法実施計画に

記載する必要があります。 

 

＜特定貸付債権におけるスロッティング・クライテリアの適用＞ 

【関連条項】第 149 条 

第 149 条－Q1 特定貸付債権に対してスロッティング・クライテリアを利用して信用リ

スク・アセットの額を算出する場合において、内部格付をスロッティング・クライテリ

アに割り当てることが必要になりますが、その際の留意点は何ですか。（平成 18 年 12

月 27 日追加、令和 5 年 12 月 27 日修正、令和 8年１月 26 日修正） 

(A) 

特定貸付債権（プロジェクト・ファイナンス、オブジェクト・ファイナンス、コモディテ

ィ・ファイナンス及び事業用不動産向け貸付けを総称していう。）においては、一般の事業

法人向けエクスポージャーとは異なり、第 153 条第 43 項及び第 65 項に規定された「優」、

「良」、「可」、「弱い」、「デフォルト」の 5 つのスロッティング・クライテリアに当該債権に

対する内部格付を割り当て、信用リスク・アセットの額を算出することが可能となっていま

す。この背景には、特定貸付債権の利払い及び返済の原資が債務者の信用リスクでなく、特

定の事業や有形資産からの収益に強く依存しており、PD と LGD の相関が高いと考えられる

ことから、金融機関内部のリスク管理実務において、一般の事業法人向けエクスポージャー

とは異なる内部格付制度を別途構築している事例が多いことがあります。また、特定貸付債

権のデフォルト実績はそれほど多くないため、実績値との比較検証（バックテスティング）

による PD 推計の精緻化が困難となっていることもあります。 

内部格付手法では、このようなリスク管理実務を踏まえ、第 213 条に規定された PD の推

計についての最低要件を満たすことができない場合に限り、特定貸付債権に対する内部格

付をスロッティング・クライテリアに割り当て（マッピング）、5 つの区分それぞれに対応

したリスク・ウェイトを適用することが第 153条において認められています。その際、金融

機関においては、別表 1 から別表 4 までに規定された定量基準・定性基準と内部格付を付

与する際に勘案されるリスク要因（リスク・ファクター）の対応を分析した上で、内部格付

を 5 つの区分に割り当てる方法（マッピング方法）を検討し、第 190 条第 1 項に基づき当該

方法を信用リスク管理指針に記載することが求められます。また、マッピング方法の合理性

を疎明する文書の整備も必要です（同条第 3項）。 

なお、別表 1 から別表 4 までに規定された定量基準・定性基準と内部格付を付与する際

に勘案されるリスク要因（リスク・ファクター）の対応の分析に際しては、全ての基準が内

部格付を付与する際に勘案されていることを前提としていませんが、「財務体質」や「政治・

法律面の環境」等の個々の大項目に関し、少なくとも一つの基準は勘案されていることが期

待されます。例えば、統計的モデルを用いて特定貸付債権に対し内部格付を付与している場

合、統計的モデルのリスク・ファクターと別表 1 から別表 4 までに規定された基準の対応



を分析し、個々の各大項目に関し少なくとも一つの基準は当該モデル（及び当該モデル外部

の定性調整等）のリスク・ファクターとして勘案されていることを確認した上で、内部格付

を 5 つのスロッティング・クライテリアに割り当てる方法（マッピング方法）を検討する必

要があります。また、専門家の定性的な評価に基づき内部格付を付与している場合には、定

性的な評価の際に勘案されるリスク・ファクターと別表 1 から別表 4 までに規定された基

準の対応を分析し、個々の大項目に関し少なくとも一つの基準は当該評価のリスク・ファク

ターとして勘案されていることを確認した上で、内部格付のマッピング方法を同様に検討

する必要があります。 

また、内部格付のスロッティング・クライテリアへの割り当て（マッピング）に際しては、

各基準を総合的に判断するものであり、必ずしも各基準における最も低い区分がスロッテ

ィング･クライテリアになる（ウィークリンクする）ものではありません。もっとも、案件

によってはある特定の基準の影響が非常に大きい場合もあると考えられ、その場合にはウ

ィークリンクを行う等の適切な対応が期待されます。なお、基準の性質によっては、必ずし

も区分を 5段階にする必要があるというわけではありません。 

このほか、マッピング方法の合理性の疎明にあたっては、下記の適格格付機関の付与する

格付とのおおよその対応関係を参照することも可能です（表 1 参照）。もっとも、その場合

には、当該格付のクライテリアと内部格付のクライテリアとの整合性（例えば LTV＜Loan To 

Value＞や DSCR＜Debt Service Coverage Ratio＞の水準の整合性）を確認するとともに、

その整合性を維持するための内部管理態勢の整備が不可欠です。 


